
【お問い合わせ】 市役所 高齢福祉課 介護給付担当 ☎34-3213

【お問い合わせ】 （保険料の賦課・徴収に関すること）市役所 保険課 保険税担当 ☎34-3215

生活保護を受給している方、老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が住民税非課税の方、また
は世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額から一部を控除した額と課税年金収
入の合計が80万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で、第1段階に該当しない方のうち、本人の前年の合計所得金額から一
部を控除した額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で第1段階から第2段階に該当しない方

本人は住民税非課税で、世帯の誰かが住民税を課税されている方のうち、本人の前年の合計所得
金額から一部を控除した額と課税年金収入の合計が80万円以下の方

本人は住民税非課税で、世帯の誰かが住民税を課税されている方で、第4段階に該当しない方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額から一部を控除した額が120万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額から一部を控除した額が120万円以上210万円未満
の方
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額から一部を控除した額が210万円以上320万円未満
の方
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額から一部を控除した額が320万円以上430万円未満
の方
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額から一部を控除した額が430万円以上840万円未満
の方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額から一部を控除した額が840万円以上の方

保険料段階 対　象　者

第 1 段 階

第 2 段 階

第 3 段 階

第 4 段 階

第 5 段 階

第 6 段 階

第 7 段 階

第 8 段 階

第 9 段 階

第10段階

第11段階

0.50

0.70

0.90

1.00

1.15

1.25

1.45

1.60

1.80

1.90

21,200円

35,340円

49,470円

63,610円

81,280円

88,350円

102,480円

113,080円

127,220円

134,290円

料  率 年　額
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本来1割、2割又は3割負担である介護サービスの利用料がいったん全額負担になります。
カ

※合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除額を控除して保険料段階を判定します。
　また、第１～５段階を判定する時は、公的年金等に係わる雑所得も控除します。
※介護保険料は、原則として年金天引きによりご納付いただきます。年金天引きに該当しない方は、納付書または口座振替
　によりご納付いただきます。保険料の金額や納付方法についてはご本人宛に通知しますのでご確認ください。
※災害など特別な事情で、一時的にどうしても保険料を納められなくなった場合には、減免等が適用になる場合があります
   ので、ご相談ください。
※国の平成30年度税制改正により、令和3年度から給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎
　控除を10万円引き上げることとされました。介護保険制度においては、この税制改正により収入の増減に関わらず合計所
　得金額が増加し、従前よりも負担が増加してしまわないよう調整を行います。

●介護保険制度は、40歳以上の方からの保険料50％と、公費50％で運営されています。
皆様からいただく介護保険料は制度運営のための大切な財源です。

●介護保険料は、介護にかかる費用の伸びに応じ、3年ごとに見直すことになっています。
現在は第8期（令和3～令和5年度）の保険料（基準額）が設定されています。現在、第９
期(令和６～令和８年度）の保険料の見直しをしています。

（第１号被保険者）

基準額×

（基準額）

0.30

70,680円
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●居宅サービスに係る自己負担分（保険対象分）
　・医療系のサービス
　　　訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導・通所リハビリ（デイケア）・短期入所療養介護
　・福祉系のサービス（医療系サービスと併せて利用した場合に控除対象）
　　　訪問介護（生活援助のみは除く）・訪問入浴・通所介護（デイサービス）・短期入所生活介護・
　　　小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●施設サービスにおける介護費（保険対象分）、居住費及び食費として支払った額（介護老人福祉施設は2分の1相当額）
●通所リハビリテーションにおける食費も控除の対象となる場合があります。

●対象者
　寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要である方
●手続きに必要なもの
　1　おむつ代の領収書
　2　医師の発行した「おむつ使用証明書」
　※おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている方は、
　　一定の要件を満たしている場合、医師に代わって市で交付できます。

【お問い合わせ】市役所 高齢福祉課 福祉担当 ☎34-3061、西部福祉課 ☎92-3002
■控除の詳細に関すること
　【所得税】松本税務署 ☎32-2790（代表）　【住民税】市役所 市民税課 ☎34-3232 

●身体障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の方でも、介護保険の認定を受け
　た方は、心身の状況により障害者控除を受けられる場合があります。

【お問い合わせ】■おむつ使用証明書に関すること　市役所 高齢福祉課 福祉担当 ☎34-3061、
　西部福祉課 ☎92-3002
■控除の詳細に関すること
　【所得税】松本税務署 ☎32-2790（代表）　【住民税】市役所 市民税課 ☎34-3232 
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　基準日（5月1日・11月1日）又は死亡日前1年間に通算して180日以上要介護3～5の状
態である65歳以上の重度の要介護高齢者と松本市内で同居し介護していた親族等を慰
労するため、下記の条件に該当する方へ手当を支給します。

（1）基準日前1年間に在宅で介護していた期間が通算して180日以上ある方
（2）重度の要介護高齢者が基準日前に死亡した場合は、前年の基準日から死亡日までの
　　間、在宅で介護した期間が通算して90日以上ある方
●支給金額　年額60,000円
　　　　　　（死亡した場合で、在宅で介護していた期間が通算して90日以上180日
　　　　　　  未満のときは30,000円）
●支給時期　・５月１日基準日の場合は６月
　　　　　　・11月１日基準日の場合は１２月（６月に支給を受けた方を除く）
●申し込み　それぞれの基準日において受給資格があると思われる方には、事前に申請
　　　　　　書類を送付いたします。

【お問い合わせ】 市役所 高齢福祉課 福祉担当 ☎34-3492

　各医療保険における世帯内で、医療及び介護の両制度における自己負担額の1年間（8
月1日から翌年の7月31日まで）の合計額が限度額を超えた場合に、その超えた分を医療
保険と介護保険で按分計算により高額介護合算療養費（高額医療合算介護サービス費）
として支給します。

【お問い合わせ】 市役所 高齢福祉課 介護給付担当 ☎34-3213、 保険課 保険給付担当 ☎34-3216

後期高齢者医療制度
●対象者　75歳以上の方

65歳以上75歳未満の方で次に該当する方
　①身体障害者手帳3級以上の方（4級の方も一部該当）
　②精神障害者保健福祉手帳1級又は、2級に該当する方
　③療育手帳 重度（A）に該当する方
　④国民年金などの障害年金1、2級を受給している方　

【お問い合わせ】 市役所 保険課 保険給付担当 ☎34-3216

【お問い合わせ】 市役所 障がい福祉課 給付担当 ☎34-3036

※病院、老人保健施設に継続して3カ月を超えて入所の方は支給されません。介護老人福祉施設入所者
　は対象外です。

　重い障がいが重複するなどし、寝たきりとなっている方、重度の認知症高齢者で日常生
活上、全面的に介護を必要とする方
●支給金額　月額27,980円（所得制限があります。）

10

37



【お問い合わせ】 市役所 健康づくり課 ☎34-3217

【お問い合わせ】 市役所 健康づくり課 ☎34-3217

【お問い合わせ】 市役所 健康づくり課 ☎34-3217、 各保健センター

保健師、歯科衛生士、管理栄養士が健康に関する相談やアドバイスを行います。

【お問い合わせ】 市役所 健康づくり課 ☎34-3217

【お問い合わせ】 市役所 健康づくり課 ☎34-3217

30・
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●検診場所　検診車、　医師会検査健診センター、　医療機関など

【お問い合わせ】 市役所 健康づくり課 ☎34-3217

インフルエンザ・高齢者肺炎球菌及び新型コロナウイルスの予防接種と
帯状疱疹任意予防接種への費用助成を行っています。

予防接種

【お問い合わせ】 市役所 健康づくり課 ☎34-3217

生活習慣病の早期発見・早期治療と健康維持のために特定健診及び後期高齢者健診を行っています。
●対象者　（国保特定健診）　
　　　　　　松本市国民健康保険に加入している方で、40歳から７４歳までの方
               （30歳代の国保健診）
　　　　　　松本市国民健康保険に加入している方で、30歳から39歳までの方
　　　　　（後期高齢者健診）
　　　　　　松本市に住民登録している方で、長野県後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方

特定健診・後期高齢者健診
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島内出張所・中山地区福祉ひろば・寿出張所・今井出張所（偶数月）

四賀支所・安曇保健福祉センター（奇数月）・ふれあいパーク乗鞍（偶数月）

島内出張所・本郷地区福祉ひろば・島立出張所・ゆめひろば庄内
笹賀地区福祉ひろば（奇数月）・入山辺出張所（奇数月）・梓川保健センター
松原地区福祉ひろば

午前9：30
　 ～11：00

四賀支所
ふれあいパーク
乗鞍、奈川地区
福祉ひろばは
10：00～11：30

（月）

（月）

※中央保健センターにお車でお越しの場合は、市営有料駐車場（Mウイング北棟、アイパーク伊勢町、大手門）に限り、1時間分を補助します。

☆

毎週（月）～（金）
中央保健センターは　第２・第４（水）休み

終日予約制

（受付時間  午前 9:00～11:30)
午前  9:00～正午 

（※）

（なんぷくプラザ 2階）

健康相談

いきいき百歳体操

会　　　　　場

各

　
　地

　
　区

日時（祝祭日 休み）

新村地区福祉ひろば・芳川出張所・神林地区福祉ひろば
内田地区福祉ひろば
和田地区福祉ひろば・岡田地区福祉ひろば・寿台地区福祉ひろば
奈川地区福祉ひろば　　　　

（木）

（月）

（月）

里山辺地区福祉ひろば

日　　時　（祝祭日休み）

☆やってみませんか？

【お問い合わせ】 市役所 健康づくり課 ☎34-3066

松本市民で介護が必要になった原因の多くは「高齢による衰弱」と「転倒・骨折」です。
これらの予防には「筋力アップ運動」が効果的です。
高知市発祥の「いきいき百歳体操」はおもりを使用して映像を見ながらゆっくり行う
筋力トレーニングです。「仲間と一緒」に「週1回以上」行うことで効果が高まります。

いきいき百歳体操の情報はこちら
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　口の中を清潔にできないと歯を失うことになり、体重減少、低栄養状態、意欲・体力の低下や病気
の発症につながります。
　また、たくさんの薬を服用している方や、病気のため口呼吸している方は口の中の渇きが強く、
唾液が減ることで、歯肉炎なども多く見られ、味覚異常や食欲不振も現れやすくなります。
　口の機能低下は、気道感染や肺炎などを起こしやすくするなど、病気に対する抵抗力を弱め、
身体全体の健康に大きく影響します。定期的な歯科健診を受けましょう。

　「○○を調理して食べたい」「○○へ行って○○を買ってきて食べたい」「○○さんと一緒に食べた
い」などと考えることは、生活行為や社会との接点を持つこととなり、生活のリズムをつくる大きな
要素にもなります。そして、食事から栄養をバランスよく取ることは健康維持・低栄養予防には欠か
せない要素です。
　必要に応じて配食サービスなどの利用も低栄養の予防につながります。

元気なうちから介護予防
　住み慣れた場所でいつまでも暮らせるように、元気なうちから心身の状態をより良く保ち続けるた
めの介護予防が大切です。
　これまでの高齢者福祉は「介護が必要になった人に対してどのような支援をするか」を主眼に置い
ていましたが、現在は「元気な状態をできるだけ継続し、介護が必要になっても自立した生活を続け
ていく」ことが重要です。
　近年高齢者は健常な状態から「フレイル」という中間的な段階を経て要介護状態になると考えられ
ています。
　「フレイル」とは加齢により、心身の活力が低下し、介護が必要になる前の状態です。「健康な状態」
と「介護が必要な状態」の間で日本語では「虚弱」な状態をさします。

　この３つの要素がかさなると、日常生活の低下が見られやすくなります。誰でもフレイルになる可能性
があり、早めの予防で今までの生活を送ることができます。

介護予防の重要性

　高齢となっても筋力などは運動すれば向上します。しかし筋力が衰えると、歩くときに足が高く上
がらず、ふとんなどの小さな段差につまづき、転倒・骨折することが多くなります。骨折してしまう
と治りも悪く、安静にしている間にも筋力が低下します。また、ケガをきっかけとして、うつ病や認
知症の症状が現れることもあります。
　このような状態を予防するために、無理のない運動を継続して行いましょう。

12

身体の機能向上

フレイルには主に3つの要素があります
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【お問い合わせ】 市役所 高齢福祉課 福祉担当 ☎34-3237・各地域包括支援センター（3ページ）

　予防とは「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっ
ても進行を緩やかにする」という意味です。
　運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防は特に脳血管性認知症の予防につながり
ます。また、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等が、認知症の発症を遅らせることがで
きる可能性があります。

　高齢者の閉じこもりのきっかけは様々で、外出が疲れるから、交通手段がなく外出にはお金がかか
るから、外出目的がないから、感染症の予防のためなど、自分でも意識しない間に閉じこもりがちに
なります。閉じこもりの状態が続くと、体力が衰え、食欲も低下し、刺激も減るため脳の機能低下も
まねきます。
　適度な運動を心がけ、生活リズムを整え、身近な通いの場へ出かけてみることなどが大切です。

　高齢者の方は、社会や家庭内での役割の喪失、身体能力の低下、病気やケガ、親しい者との死別な
どをきっかけとして、うつ状態になりやすくなり、孤立感を深めて活発さを失いやすくもなります。
　うつは、自律神経や免疫機能の変調を引き起こして病気にかかりやすくなったり、もともと持って
いた他の病気を悪化させることも多く見られます。また、自殺にむすびついてしまうこともあります
が、うつは自分でも気付きにくく、周囲からも気付かれにくい病気です。
　うつの早期発見に努め、早期に相談することなどが大切です。

【お問い合わせ】 市役所 健康づくり課 ☎ 34-3066

　７５歳以上の一人暮らしの高齢者（要支援・要介護認定者を除く）の希望者を対象に、家庭の電力
の使用量からフレイルの状況か、毎月AI（人工知能）が分析します。必要な場合には専門職（保健師等）、
地域包括支援センターなどが連携して予防対策を行います。

電力データを用いたフレイル予防サービス

【お問い合わせ】 市役所 健康づくり課 ☎ 34-3066、保険課 ☎ 34-3203

　保健師、理学療法士、健康運動指導士、歯科衛生士、管理栄養士等が、地域の通いの場で、フレイ
ルのチェックと予防についての講座を実施しています。
　必要な方には、個別に指導をしています。

フレイル健診と予防講座

登録  無料
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第 一 地 区 福 祉 ひろば
第 二 地 区 福 祉 ひろば
第 三 地 区 福 祉 ひろば
東 部 地 区 福 祉 ひろば
中 央 地 区 福 祉 ひろば
城 北 地 区 福 祉 ひろば
安 原 地 区 福 祉 ひろば
城 東 地 区 福 祉 ひろば
白 板 地 区 福 祉 ひろば
田 川 地 区 福 祉 ひろば
庄 内 地 区 福 祉 ひろば
鎌 田 地 区 福 祉 ひろば
松 南 地 区 福 祉 ひろば
島 内 地 区 福 祉 ひろば
中 山 地 区 福 祉 ひろば
島 立 地 区 福 祉 ひろば
新 村 地 区 福 祉 ひろば
和 田 地 区 福 祉 ひろば
神 林 地 区 福 祉 ひろば
笹 賀 地 区 福 祉 ひろば
芳 川 地 区 福 祉 ひろば
芳川地区みなみ福祉ひろば
寿 地 区 福 祉 ひろば
寿 台 地 区 福 祉 ひろば
岡 田 地 区 福 祉 ひろば
入 山 辺 地 区 福 祉 ひろば
里 山 辺 地 区 福 祉 ひろば
今 井 地 区 福 祉 ひろば
内 田 地 区 福 祉 ひろば
本 郷 地 区 福 祉 ひろば
本 郷 地 区 南 郷 福 祉 ひろば
松 原 地 区 福 祉 ひろば
四 賀 地 区 福 祉 ひろば
安 曇 地 区 福 祉 ひろば
奈 川 地 区 福 祉 ひろば
梓 川 地 区 福 祉 ひろば
波 田 地 区 福 祉 ひろば

松本市中央1-18-1 Mウイング4階
松本市本庄2-3-23
松本市中央4-7-28
松本市女鳥羽2-1-25
松本市大手3-8-1
松本市開智2-3-39
松本市旭2-11-13
松本市元町2-6-5
松本市城西1-4-16
松本市渚1-1-9
松本市筑摩1-13-22
松本市両島5-50
松本市双葉4-8
松本市島内4970-1
松本市中山3746-1
松本市島立3427-1
松本市新村2179-7
松本市和田2240-31
松本市神林1557-1
松本市笹賀2929
松本市野溝東2-10-1
松本市村井町南2-21-45
松本市寿豊丘424
松本市寿台6-2-10
松本市岡田町517-1
松本市入山辺4765-1
松本市里山辺2943-1
松本市今井2231-4
松本市内田2203-1
松本市浅間温泉2-9-2
松本市横田3-23-1
松本市松原39-1
松本市会田1001-1
松本市安曇88-1
松本市奈川3301
松本市梓川梓2288-3
松本市波田6908-1

39-1173
34-8168
32-0168
32-7168
39-5168
36-0168
33-0168
39-0168
33-4168
28-1168
27-8373
27-8168
28-0168
47-0168
58-5822（地）

48-5168
48-0373
40-4168
57-9373
86-8168
57-0168
86-1055
57-9168
57-1168
45-5168
31-2299
39-1168
50-3188
85-5168
46-1168
32-6270
85-3103
64-3114
94-1121
79-2959
76-1070
92-8001（保）

39-1173
39-3602（地）

35-6344（地）

36-8551（地）

39-5712（地）

38-0121（地）

39-0702（地）

39-0168
33-4168
28-1168
27-8373
27-8168
28-0168
47-0168
85-1016（地）

48-5168
40-1625（地）

40-4168
85-1159（地）

86-8168
57-0168
86-2204
57-9168
57-1168
45-1001（地）

31-2299
37-0640（地）

50-3188
85-1071
46-1168
32-6270
85-3103（地）

64-2933（支）

94-1121
79-2959
78-3942（支）

92-8006（保）

令和5年7月12日時点

　月～金曜日の午前9時から午後5時まで職員がいて、地区ごとに特色のある交流事業や健康教室等を
実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

（地）地域づくりセンター　（支）支所　（保）保健センター

　住民の皆さんが主体となって健康づくりや生きがいづくりを行う「共助のひろば」です。住みなれた
地域でいつまでも暮らすために、福祉ひろばの事業に参加してみませんか。

FAX34-0400各地区福祉ひろば 地域づくり課 ☎34-3280
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　人生会議等で話し合われた人生の最終段階に自分がしてほしい、あるいはしてほしく
ない医療やケアの内容を書面に記しておくものです。
　もしもの時に自分で決めたり、望みを伝えることができなくなった時に、判断の助けに
なります。それは、残される親しい人のためにもなります。

　松本市版リビングウィル（事前指示書）の用紙は、市内医療機関、薬局、市役所（高齢福
祉課、西部福祉課、健康づくり課、市内4保健センター、保険課、生活福祉課）、市内12地域
包括支援センターに置いてあります。
　お薬手帳にはさむ携帯版もあります。松本市版リビングウィル（事前指示書）は、救急医
療情報キット（28ページ）に入れておくこともできます。

【お問い合わせ】 市役所 高齢福祉課 福祉担当 ☎34-3237、各地域包括支援センター（3 ページ）

 

 
わたしのリビングウィル（事前指示書） 
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                 TEL              

 

                 TEL              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

作成日   年  月  日  

本人署名          

（何度でも書き直しができます） 

 
 

                 

 Ver2(令和4年11月30日発行)

    

ACP

 

    

 

 

人生会議とは？

松本市版リビングウィル（事前指示書）とは？

　アドバンス・ケア・プランニング（ACP）の愛称です。
　もしもの時のために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・
ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。

人生会議とリビングウィル

毎年11月30日は「人生会議の日」です。
「いい みとり みとられ」

「人生会議のロゴマーク」
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介護給付担当

介護認定担当

福祉担当

T E L
FAX
T E L
FAX
T E L

FAX

0263（34）3213
0263（34）3016
0263（34）3214
0263（34）3026
0263（34）3237
        （34）3061
        （34）3492
0263（34）3026


